
か音　品目 分別区分 分別注意文
カーテン 燃えるごみ

カーテンレール 粗大ごみ １本で粗大ごみ処理券１枚。※２ｍを超えても粗大ごみ処理券１枚
カーペット・絨毯・ラグ

（指定袋に入るもの）
燃えるごみ

カーペット・絨毯・ラグ

（指定袋に入らないもの）
粗大ごみ

ひもでくくる

一番長いところが２ｍ以内：粗大ごみシール１枚

一番長いところが２ｍ以上：粗大ごみシール２枚

カイロ（使い捨て等） 燃えないごみ

カイロ（充電式） 有害・危険ごみ
・バッテリー・電池がはずせる場合：「本体」→燃えないごみ「バッテリー」→有害・危険ごみ

・小型家電等回収ボックスに入れる（バッテリーをはずさなくてもいい）

学習机 粗大ごみ

学習机（付属の本棚や引き出しも一緒に出していいです）と椅子は

一緒で３００円の粗大ごみシール１枚。

ごみステーションでガムテープ等で１組と分かるようにしておいてください。

果実酒瓶 資源物 蓋を取り汚れ匂い等をしっかりとって下さい

加湿器 粗大ごみ 指定袋に入れば不燃ごみ

ガスレンジ 粗大ごみ 指定袋に入るものは燃えないごみ※必ず電池類は外す

カセットテープ 燃えるごみ

カセットボンベ 有害・危険ごみ できるだけ使い切る

楽器類（指定袋に入るもの） 燃えないごみ

楽器類（指定袋に入らないもの） 粗大ごみ ５０ｋｇ未満のもの

カップ麺の容器

（プラマークがついているもの）
プラスチック資源

プラマークがついていないものは、燃えるごみ

（紙マークがついているものも、燃えるごみで出して下さい）

家電（指定袋に入るもの） 燃えないごみ

※電池やバッテリーがあるものははずす。・縦２０ｃｍ×横４０ｃｍの投入口にはいるものは，

　小型家電等回収ボックスに入れることもできます。

※エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・テレビ・洗濯機・衣類乾燥機は呉市では処理ができません。

家電（指定袋に入らないもの） 粗大ごみ
※電池やバッテリーがあるものははずす。

※エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・テレビ・洗濯機・衣類乾燥機は呉市では処理ができません。

加熱式たばこ（電子たばこ） 有害・危険ごみ 小型家電等回収ボックスに入れることもできます。

かばん（金属部品のあるもの） 燃えないごみ

かばん（金属部品のないもの） 燃えるごみ

紙類・厚紙 資源物（紙類）
ひもでしばる　厚さ20cm程度

※汚れたり，濡れたりしたもの，感熱紙・カーボン紙・油紙・ビニール加工紙等は燃えるごみ。

カメラ 有害・危険ごみ
・バッテリー・電池がはずせる場合：「本体」→燃えないごみ「バッテリー」→有害・危険ごみ

・小型家電等回収ボックスに入れる（バッテリーをはずさなくてもいい）

かみそり 燃えないごみ 刃を危なくないようにする。紙でくるんだり，ガムテープで養生する。



カミソリの刃 燃えないごみ 紙，布で包み内容物を明記する

カラーボックス 粗大ごみ

ガラスびん（飲料用，食品用） 資源物（缶類・びん類・ペットボトル） 乳白色，汚れがひどいものや割れたものは燃えないごみ

ガラスびん（飲料用，食品用以外） 燃えないごみ

ガラス類（食器等） 燃えないごみ 割れていたり，欠けていたりして危ないものは丈夫な紙などで包む

瓦 持ち込み
数量制限あり詳しくは「クリーンセンターくれ」

0823-74-9106にお問い合わせください。

缶（油缶・一斗缶等） 燃えないごみ

缶（飲料用，食品用） 資源物（缶類・びん類・ペットボトル） 汚れや匂いのとれないもの，腐敗しているものは，燃えないごみ。

乾燥剤 燃えるごみ

乾電池 有害・危険ごみ

花瓶（プラスチック等） 燃えるごみ

花瓶（陶器・ガラス等） 燃えないごみ

菓子箱（紙） 資源物（紙類） 汚れや匂いのとれないもの，濡れたものは，燃えるごみ。

貝殻（あさり,さざえ,あわび,かき等） 燃えるごみ

懐中電灯 燃えないごみ
※電池やバッテリーがあるものははずす。

・小型家電等回収ボックスに入れることもできます。

鏡（指定袋に入るもの） 燃えないごみ 割れていたり，欠けていたりして危ないものは丈夫な紙などで包む

鏡（指定袋に入らないもの） 粗大ごみ

傘・日傘・ビニール傘 燃えないごみ 指定袋【大】に入れて口を閉じる。袋から出てもいい。

傘立て（指定袋に入るもの） 燃えないごみ

傘立て（指定袋に入らないもの） 粗大ごみ


